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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多成分原料液から生成されたガスの質量流量を制御する方法であって、
（ａ）第１成分および前記第１成分より揮発性が低い第２成分を含む多成分溶液を気化器
に提供するステップであって、前記気化器は電力を受けて前記多成分溶液を加熱するよう
に構成されたヒーターを含むステップと、
（ｂ）前記ヒーターに電力を供給して、前記第２成分を含むガス流を生成するステップと
、
（ｃ）前記ヒーターに供給される第１のサンプリングされた瞬時電流と線間電圧を掛ける
ことにより前記ヒーターが受け取る第１の瞬時電力を決定し、決定された前記第１の瞬時
電力を前記ガス流の第１の質量流量に相関させるステップと、
（ｄ）前記ヒーターに供給される第２のサンプリングされた瞬時電流と線間電圧を掛ける
ことにより前記ヒーターが受け取る第２の瞬時電力を決定し、決定された前記第２の瞬時
電力を前記ガス流の第２の質量流量に相関させるステップと、
（ｅ）前記ガス流の質量流量とヒーターが受け取る瞬時電力との間の数学的関係の少なく
とも１つの係数を決定するステップと、
（ｆ）前記気化器内のガス圧力とは相対的に独立している前記ガス流の目標質量流量を供
給するために、前記ヒーターに供給される電力を調整するステップと、を含むことを特徴
とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、ステップ（ｅ）を実行する前に、ステップ（ｂ）～（
ｄ）を毎秒複数回繰り返すことをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、ステップ（ｂ）～（ｄ）が少なくとも０．１秒ごとに
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繰り返されることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、前記多成分溶液が、過酸化水素、水、ヒドラジン、ア
ルコール、またはアミンを含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、前記多成分溶液が過酸化水素および水を含むことを特
徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、前記ガス流を前記気化器を通って流れるキャリアガス
と接触させて、前記ガス流を重要なプロセスまたは用途に供給するステップをさらに含み
、
　前記ガス流の前記目標質量流量を供給するために前記ヒーターに供給される電力は、前
記気化器を通るキャリアガス流量またはキャリアガス圧力流とは相対的に独立しているこ
とを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、前記キャリアが、窒素、水素、アルゴン、ヘリウム、
蒸気、清浄な乾燥空気、酸素、ＮＨ３、二酸化炭素、およびそれらの任意の組み合わせか
らなる群から選択されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記キャリアガスは、前記ガス流と接触する前に加熱
されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、前記ガス流の目標質量流量が、毎分約０．０１グラム
から毎分５０グラムの間であることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、前記多成分溶液を頻繁に補充して、前記気化器内の前
記多成分溶液の相対的に安定した体積を維持するステップをさらに含むことを特徴とする
方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、前記多成分溶液を気化器内の実質的非通気性膜と接触
させるステップをさらに含み、前記実質的非通気性膜は生成された前記ガス流から前記多
成分溶液を分離するよう構成されることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、前記実質的非通気性膜がフッ素化イオン交換膜であ
ることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　多成分原料液から生成されたガスの質量流量を制御する方法であって、
（ａ）気化器に水を供給するステップであって、前記気化器は、電力を受け取り、その中
に含まれる液体を加熱するよう構成されたヒーターを含むステップと、
（ｂ）前記ヒーターに電力を供給して水蒸気を生成するステップと、
（ｃ）前記ヒーターに供給される第１のサンプリングされた瞬時電流と線間電圧を掛ける
ことにより前記ヒーターが受け取る第１の瞬時電力を決定し、決定された前記第１の瞬時
電力を水蒸気の第１の質量流量に相関させるステップと、
（ｄ）前記ヒーターに供給される第２のサンプリングされた瞬時電流と線間電圧を掛ける
ことにより前記ヒーターが受け取る第２の瞬時電力を決定し、決定された前記第２の瞬時
電力を水蒸気の第２の質量流量に相関させるステップと、
（ｅ）前記水蒸気の第１および第２質量流量と前記ヒーターが受け取る瞬時電力との間の
数学的関係の少なくとも１つの係数を決定して、線形の数学的較正関係を生成するステッ
プと、
（ｆ）水を除去した後、前記気化器内で、第１成分と、前記第１成分より揮発性が低い第
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２成分とを含む多成分溶液を提供するステップと、
（ｇ）決定された前記第１または第２の瞬時電力を前記ヒーターに供給して、第３の質量
流量のガス流を生成するステップであって、前記ガス流は前記第２の成分を含むステップ
と、
（ｈ）前記第３の質量流量と前記ヒーターが受け取る瞬時電力との間の数学的関係の少な
くとも１つの係数を決定するステップと、
（ｉ）前記気化器内のガス圧とは相対的に独立している前記ガス流の目標質量流量を供給
するために、ヒーターに供給される電力を調整するステップと、を含むことを特徴とする
方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、前記多成分溶液が、過酸化水素、水、ヒドラジン、
アルコール、またはアミンを含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法において、前記多成分溶液が過酸化水素および水を含むことを
特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法において、前記ガス流を前記気化器を通って流れるキャリアガ
スと接触させて、前記ガス流を重要なプロセスまたは用途に供給するステップをさらに含
み、
　前記ガス流の前記目標質量流量を供給するために前記ヒーターに提供される電力は、前
記気化器を通るキャリアガス流量またはキャリアガス圧力流とは相対的に独立しているこ
とを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法において、前記キャリアが、窒素、水素、アルゴン、ヘリウム
、蒸気、清浄な乾燥空気、酸素、ＮＨ３、二酸化炭素、およびそれらの任意の組み合わせ
からなる群から選択されることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１３に記載の方法において、前記多成分溶液を頻繁に補充して、前記気化器内の
前記多成分溶液の相対的に安定した体積を維持するステップをさらに含むことを特徴とす
る方法。
【請求項１９】
　多成分溶液から生成されるガスの質量流量を制御するための質量流量制御システムであ
って、
（ａ）第１成分および前記第１成分より揮発性が低い第２成分を含む多成分溶液であって
、多成分液体源が前記第２成分を含むガス流を提供する多成分溶液と、
（ｂ）前記多成分液体源を収容するよう構成された気化器であって、前記気化器は、電力
を受け取り、前記多成分溶液を加熱するよう構成されたヒーターを含む、気化器と、
（ｃ）前記気化器と電気通信するコントローラであって、
（ｉ）前記ヒーターに供給される第１のサンプリングされた瞬時電流と線間電圧を掛ける
ことにより前記ヒーターが受け取る第１の瞬時電力を決定し、決定された前記第１の瞬時
電力を前記ガス流の第１の質量流量に相関させ、
（ｉｉ）前記ヒーターに供給される第２のサンプリングされた瞬時電流と線間電圧を掛け
ことにより前記ヒーターが受け取る第２の瞬時電力を決定し、決定された前記第２の瞬時
電力を前記ガス流の第２の質量流量に相関させ、
（ｉｉｉ）前記ガス流の質量流量と前記ヒーターが受け取る瞬時電力との間の数学的関係
の少なくとも１つの係数を決定し、
（ｉｖ）前記ヒーターに供給される瞬時電力を調整して、前記気化器を通って流れるガス
圧とは独立している前記ガス流の目標質量流量を供給する、
よう構成されたコントローラと、を含むことを特徴とする質量流量制御システム。
【請求項２０】
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　請求項１９に記載の質量流量制御システムにおいて、前記コントローラは、ステップ（
ｉ）および（ｉｉ）を毎秒複数回繰り返すようさらに構成されることを特徴とする質量流
量制御システム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の質量流量制御システムにおいて、前記コントローラは、ステップ（
ｉ）および（ｉｉ）を毎秒少なくとも１０回繰り返すようにさらに構成されることを特徴
とする質量流量制御システム。
【請求項２２】
　請求項１９に記載の質量流量制御システムにおいて、前記多成分溶液が、過酸化水素、
水、ヒドラジン、アルコール、またはアミンを含むことを特徴とする質量流量制御システ
ム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の質量流量制御システムにおいて、前記多成分溶液が過酸化水素およ
び水を含むことを特徴とする質量流量制御システム。
【請求項２４】
　請求項１９に記載の質量流量制御システムにおいて、前記気化器を通って流れ、生成し
た前記ガス流を前記キャリアガス流量とは相対的に独立した重要なプロセスまたは用途に
供給するよう構成されたキャリアガスをさらに含むことを特徴とする質量流量制御システ
ム。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の質量流量制御システムにおいて、前記キャリアは、窒素、水素、ア
ルゴン、ヘリウム、蒸気、清浄な乾燥空気、酸素、ＮＨ３、二酸化炭素、およびそれらの
任意の組み合わせからなる群から選択されることを特徴とする質量流量制御システム。
【請求項２６】
　請求項２４に記載の質量流量制御システムにおいて、前記キャリアガスは、前記気化器
に入る前に加熱されることを特徴とする質量流量制御システム。
【請求項２７】
　請求項１９に記載の質量流量制御システムにおいて、前記ガス流の目標質量流量が、毎
分約０．０１グラムから毎分５０グラムの間であることを特徴とする質量流量制御システ
ム。
【請求項２８】
　請求項１９に記載の質量流量制御システムにおいて、前記気化器が、前記多成分溶液を
頻繁に補充して、そこに含まれる相対的に安定した体積を維持するようさらに構成される
ことを特徴とする質量流量制御システム。
【請求項２９】
　請求項１９に記載の質量流量制御システムにおいて、前記気化器が、前記多成分溶液と
接触する実質的非通気性膜をさらに含み、前記ガス流が、前記実質的非通気性膜を貫通す
る前記第２の成分によって提供されることを特徴とする質量流量制御システム。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の質量流量制御システムにおおて、前記実質的非通気性膜がフッ素化
イオン交換膜であることを特徴とする質量流量制御システム。
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